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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２７年１月２３日 １３時３６分ごろ 

発生場所 関門港小倉区西１号岸壁 

小倉日
ひ

明
あがり

防潮堤灯台から真方位１６８°５４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５４.１２′ 東経１３０°５３.２７′） 

事故調査の経過 平成２７年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

鉱石運搬船 GEOPARK
ジ オ パ ー ク

 VENUS
ビ ー ナ ス

（パナマ共和国籍）、１１,８７７トン 

 ９６７２７８９（ＩＭＯ番号）、MARINA BLANCO S.A. 

 １３９.９１ｍ×２５.００ｍ×１１.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５,１８０kＷ、２０１３年３月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長（インドネシア共和国籍） 男性 ５６歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

  交付年月日 ２０１３年３月１４日 

        （２０１６年１２月３１日まで有効） 

水先人 男性 ６７歳          

関門水先区一級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日 平成２１年３月１６日 

  免状交付年月日 平成２６年２月４日 

  有効期間満了日 平成２９年３月１５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウに凹損及び亀裂 

岸壁 北東角に破損 

 事故の経過 本船は、船長ほか１８人が乗り組み、石炭約１８,２００ｔを積載

し、船首約８.３６ｍ、船尾約８.５４ｍの喫水で、平成２７年１月２

３日１２時３０分ごろ山口県下関市六連
む つ れ

島北方沖で水先人が乗船し、

関門航路に向けて航行した。 

水先人は、操舵室において船長が操船指揮、航海士が機関操縦及び

甲板手が手動操舵の配置で水先業務中、タグボート（約２,５００k

Ｗ）を右舷船首及び別のタグボート（約２,６００kＷ）を右舷船尾に
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取り、１３時３１分ごろ関門航路から関門港小倉区の西１号岸壁（以

下「本件岸壁」という。）に向けて右転し、機関を極微速力前進と

し、約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南進した。 

水先人は、本件岸壁手前で右転して本件岸壁に左舷着けとするよう

に右舵を取ったが、右転しなかったので機関を微速力前進とした。    

水先人は、微速力前進としても右転せず船首が岸壁角に向いていた

ので、機関を止め、すぐに後進にかけ、舵を右舵一杯とし、タグボー

トに本船を後方に引くように指示した。 

本船は、１３時３６分ごろ、約３kn の速力でバルバスバウが本件

岸壁の北東端に衝突した。 

本船は、衝突後、水先人により、本件岸壁に着岸した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：北西流約２kn（早鞆瀬戸の潮流 西流約５kn） 

 その他の事項 

 

 水先人は、追越し船が接近していたので、予定変針場所の手前で関

門航路から本件岸壁に向けたところ、本船の進路は岸壁に対して角度

が大きくなり、また、西流の影響による圧流を考慮し、ふだんより速

い速力を維持していた。 

水先人は、水先の経験は約１,７００隻であり、平成２５年１０月

に本船が関門海峡を通過する際に水先を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、関門港小倉区において、関門航路から本件岸壁に向かう

際、約２kn の北西方に流れる潮流があり、本件岸壁近くまで行きあ

しを減ずることができない状況下、水先人が、予定変針場所の手前で

本件岸壁に向けたことから、本件岸壁への進入角度が大きくなり、本

件岸壁の前面において旋回する際の進出距離の確保ができず、バルバ

スバウが本件岸壁の北東端に衝突したものと考えられる。 

水先人は、関門航路を航行中、追越し船が接近していたことから、

変針予定場所の手前で本件岸壁に向けたものと考えられる。 

本船は、本件岸壁近くまで行きあしを減ずることができなかったこ

とから、タグボートの支援等も困難であった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、関門港小倉区において、本船が、関門航路から本件岸壁

へ向かう際、約２kn の北西方に流れる潮流があり、本件岸壁近くま

で行きあしを減ずることができない状況下、水先人が、予定変針場所

の手前で本件岸壁に向けたため、本件岸壁への進入角度が大きくな

り、本件岸壁の前面において旋回する際の進出距離の確保ができず、
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本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 関門水先区水先人会は、本事故後、事故防止対策として、針路法を

英文で作成し、船長と針路、着岸速度等の打合せを徹底するよう各水

先人に周知する措置を講じた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・着岸予定の岸壁に接近する場合、進入角度が過大にならないよう

にすること。 
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付図１ 航行経路図 

本件岸壁 

関門港小倉区 

事故発生場所 

（平成２７年１月２３日１３時３６分

ごろ発生） 

福岡県北九州市 

本船 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 

13:26:01 33-55-00.1 130-53-17.2 148 147.9 5.3 

13:27:11 33-54-54.6 130-53-20.6 150 156.0 5.3 

13:28:01 33-54-50.7 130-53-22.9 151 153.1 5.3 

13:29:01 33-54-46.0 130-53-25.6 164 161.6 5.3 

13:30:01 33-54-40.7 130-53-26.2 178 184.7 5.4 

13:31:01 33-54-35.3 130-53-24.8 181 194.9 5.5 

13:32:01 33-54-30.0 130-53-23.2 183 194.1 5.3 

13:33:01 33-54-25.0 130-53-21.4 185 198.4 5.1 

13:34:01 33-54-20.2 130-53-19.6 182 195.0 4.9 

13:35:00 33-54-15.7 130-53-18.9 184 184.1 4.4 

13:36:00 33-54-12.0 130-53-18.4 197 189.9  3.1 

13:36:11 33-54-11.4 130-53-18.3 199 190.2 2.9 

    （注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


